
申請手数料

①宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請

500㎡以内 16,000

500㎡超1,000㎡以内 28,000

1,000㎡超2,000㎡以内 40,000

2,000㎡超3,000㎡以内 59,000

3,000㎡超5,000㎡以内 67,000

5,000㎡超10,000㎡以内 92,000

10,000㎡超20,000㎡以内 148,000

20,000㎡超40,000㎡以内 228,000

40,000㎡超70,000㎡以内 358,000

70,000㎡超100,000㎡以内 506,000

100,000㎡超 654,000

②土石の堆積に関する工事の許可申請

500㎡以内 11,000
500㎡超1,000㎡以内 14,000
1,000㎡超2,000㎡以内 16,000
2,000㎡超3,000㎡以内 20,000
3,000㎡超5,000㎡以内 29,000
5,000㎡超10,000㎡以内 32,000
10,000㎡超20,000㎡以内 39,000
20,000㎡超40,000㎡以内 54,000
40,000㎡超70,000㎡以内 74,000
70,000㎡超100,000㎡以内 111,000
100,000㎡超 135,000

③宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更の許可申請

盛土又は切土をする土地の面積 手数料(円）

土石の堆積を行う土地の面積 手数料(円）

　変更許可の申請１件につき、次に掲げる金額を合算した金額。ただし、その金額が　654,000円を超え
るときは、その手数料の金額は、　654,000円とする。
ア  工事の設計の変更
     宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請手数料の金額に10分の1を乗じて得た金額
イ　新たな土地の編入に係る工事の設計の変更
     新たに編入される土地の面積に応じ、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請手数
     料と同額
ウ　その他の変更
     10,000円



④土石の堆積に関する工事の変更許可

⑤中間検査

3,000㎡以内 3,000
3,000㎡超20,000㎡以内 6,100
20,000㎡超40,000㎡以内 12,300
40,000㎡超70,000㎡以内 24,700
70,000㎡超100,000㎡以内 43,200
100,000㎡超 61,700

　変更許可の申請１件につき、次に掲げる金額を合算した金額。ただし、その金額が　135,000円を超え
るときは、その手数料の金額は、　135,000円とする。
ア  工事の設計の変更
     土石の堆積に関する工事の許可申請手数料の金額に10分の1を乗じて得た金額
イ  新たな土地の編入に係る工事の設計の変更
     新たに編入される土地の面積に応じ、土石の堆積に関する工事の許可申請手数料と同額
ウ  その他の変更
     10,000円

盛土又は切土をする土地の面積 手数料(円）


